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  第５号 平成 28 年６月 14 日  
滋賀県総務部総務課  発行  

 
●はじめに  

  去る５月 11 日（水）に開催しました「平成 28 年度定期提出書類の作成等に関する説

明会」におきましては、たくさんの法人関係者の皆さんにお越しいただきありがとうご

ざいました。 

今回は、上記の説明会でもご説明させていただいた事業報告等の提出に当たって作成

される各種様式のうち、【作成の際に特に注意が必要な様式】について作成上のポイント

をお知らせしますので、事業報告書等の提出時にはご注意をお願いします。 

  なお、今後掲載を希望される事項などがありましたら、メール等でご連絡いただけれ

ば、反映していきたいと考えています。 
 
●作成の際に特に注意が必要な様式  

① 別表Ａ（１）・（２）収支相償の計算 

〈第一段階、第二段階の区別〉 
 ・ 公益目的事業を２つ以上実施されている場合（公１、公２・・とある場合）、第一

段階から作成が必要ですが、公益目的事業が１つのみ場合（公１のみの場合）、第一

段階の作成は不要ですので、第二段階の８欄から作成を始めてください。 
〈第一段階で発生した剰余金の取扱い〉 
 ・ 前年度において剰余金が発生した事業があった場合、その額を経常収益計の欄（２

欄）に加算する必要があります（剰余金を公益保有財産の取得に充当した場合を除

く）。 
・ 第一段階の判定において剰余金が発生している場合、発生理由とこれを解消する

ための計画等を様式右側の記載欄に記載する必要があります。 
〈第二段階で発生した剰余金の取扱い〉 
 ・ 前年度の第二段階において剰余金が発生していた場合、その額を７欄の収入欄に

加算する必要があります（剰余金を公益目的保有財産の取得に充当した場合を除く）。 
・ 第二段階の判定において剰余金が発生している場合、今後の剰余金の扱い等を様

式一番下の記載欄に記載する必要があります。剰余金の解消方策の記載に当たって

は、できるだけ具体的に事業の内容や実施時期および当該事業への充当額など（資

産の取得に充当する場合は、対象となる資産の内容、取得時期および充当額など）

を記載してください。 
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なお、次年度の事業報告において、当該解消策として記載した事業等の実績を説

明した書類（様式事由）を添付してください。 
剰余金については、原則として、その剰余金が発生した翌事業年度において解消

する必要がありますが、翌事業年度において解消できないことについて特別の事情

や合理的な理由がある場合、解消計画を１年延長することが認められる場合があり

ますので、その場合は事前に総務課までご相談ください。（ＦＡＱ問Ⅴ－２－⑥参照） 

  （剰余金が解消されない場合） 
事業報告において示された剰余金の解消策が実施されていない場合や、実施され

ているものの複数年にわたって剰余金が解消されていない場合には、その原因や具

体的な解消計画について報告要求を行うことがありますので、ご留意ください。 
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② 別表Ｈ（１）当該事業年度末日における公益目的取得財産残額 

 〈２欄〉 
 ・ 前年度事業報告の別表Ｈ（１）の１欄の額を記載する欄ですので、前年度の事業

報告を確認の上、転記してください。 
〈３欄～13 欄〉 

 ・ 正味財産増減計算書内訳表の公益目的事業会計における収入の額を記載する欄で

すので、当年度の収入（経常外収入を含む）を該当する欄に漏れなく記載してくだ

さい。なお、雑収益等で３欄から９欄までに記載することが難しい場合は、13 欄に

記載してください。 

 ・ 指定正味財産として受け入れた寄附金や補助金は、受け入れた年度に３欄または

４欄に記載してください。このため、指定正味財産から一般正味財産へ振り替えた

年度は、当該様式への記載は不要です。 

〈15欄～18 欄〉 

 ・ 正味財産増減計算書内訳表の公益目的事業会計における費用の額を記載する欄で

すので、当年度の費用（経常外費用を含む）を漏れなく記載してください。 

 

〈22 欄〉 

 ・ 前年度事業報告の別表Ｈ（１）の 21欄の額を記載する欄ですので、前年度の事業

報告を確認の上、転記してください。 
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③ 別紙３ ２．（１） 公益目的事業について 

 〈事業概要を記載する際の体裁および実績の記載〉 
  ・ 「〔１〕事業の概要について」の欄の記載に当たっては、移行認定時（移行後に変

更認定・変更届により事業の内容を変更している場合は、その手続時）の記載形式を

維持した上で、当該年度の実績（事業の開催日時・場所・参加者数等）を具体的に記

載してください。 
   ※ 申請書類の作成前にデータ流用を実施しておくことで、入力作業の手間を大幅

に省くことができます。 
 〈事業の公益性についての記載〉 
  ・ 「〔２〕事業の公益性について」の欄において、事業の種類やチェックポイント事

業区分を選択し、実施する事業に公益性があることを説明していただきますが、

事業の種類やチェックポイント事業区分の異なる事業がある場合には、変更認定

の手続きが必要となります（チェックポイント事業区分が変わらず、対象者の範

囲を拡大するのみの場合などは、変更届の手続きで可）。 
・  変更認定が必要な場合に、変更認定を受けずになされた事業は、公益目的事業

とは認められず、当該事業に係る経費は公益目的事業会計以外の会計区分に計上

することとなりますので、十分にご注意ください。なお、事業報告の提出におい

て、新たな事業を実施していたことが判明した場合には、速やかに必要な変更手

続きを実施いただくほか、場合によっては、再発防止策等について報告要求を行

うことがあります。 
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●おわりに  

 例年、ご提出いただいた事業報告を確認させていただいたところ、前年度に修正依頼し

た項目と同じ項目について、修正が必要なケースが見受けられます。事業報告等の作成に

おいては、作成すべき様式が多く、作成に時間を要するかと思われますが、前年度の提出

書類（修正後の最新版）や修正依頼事項をご確認いただき、前年同様の記載漏れや記載誤

りが無いようにご注意をお願いします。 
 
 

以 上 


